
〇指定業者登録の記載事項等について

※申請書は紙媒体にて、他参加申込書と

合わせて環境保全課へ提出してください。

申請書類等

※記入上の注意及び、記載例を確認の上、

書類の作成をお願いいたします。

※申請書内の、「希望する資格の種類等

_営業品目」は「物品_40_その他（上記

以外の物品）」を第一希望としてくださ

い。

※プロポーザル参加申請時では、債権者

登録は不要です。契約後に登録されてい

ない事業者は手続きをお願いします。
※申請される際は、不備のないようにご注意ください。申請書類に不備がある場合は、

市より指摘を行いますが、市が指定する期日までに事業者の修正手続きが間に合わ

ず、指定業者登録が完了しない場合は、本プロポーザルへの参加資格を失います。

※既に営業品目に関わらず、令和７～９年度の指定業者登録（物品・役務）をされて

いる事業者は、追加の登録は不要です。
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